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○ 障害者自立支援法（平成17年法律第123号）附則（抄〉  

；第3条第3項 政府は、障害者等の福祉に関する施策の実施の状況、障害者等の経済的な状況等を踏まえ、就：  
；労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要：  
：な措置を講ずるものとする。 1  
1  

1  

1  

I  

0 障害者自立支援法案に対する附帯決議（平成17年7月13日衆議院厚生労働費鼻会、平   
成17年相月柑日参議院厚生労働費鼻会）（抜粋）  

l   

附則第3条第3頓に規定する検討については、就労の支援を含め、障害者の生活の安定拳固ることを目的：  
とし、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて、障害者の所得の確保に係る施策の在；  

篭 り方の検討を速やかに開始し、3年以内にその結論を得ること。  

0 障害者自立支援法の抜本的見直し（平成柑年12月7日与党障害者自立支援に関するプ   

ロジェクトチーム）  

l  

障害者の所得の確保に係る施策の在り方について、就労の支援を含め幅広い観点から検討を行う。その際、；  
；社会保障制度全般の一体的見直しに関する議論との整合性や財源の確保を図った上で、障害基礎年金の引上： l l  
ミ げ（例えば2級の金額を1級並に、1級の金額は更に引上げ）や住宅手当の創設についても検討を行う。  
l  

l  
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1．．年金   ○睡書基癒年金【1級：月色．3万円、左級：月6．6万内】   

2．手当   ○ 特別児童扶養手当（在宅のみ）【1級：月5．1万円、2緻：3．4万円】  

○障害児福祉手当（在宅のみ）【月1．4万両  

○特別障害者手当（在宅めみ）【月2．6万円】   

3．住宅費   0「基金」を活用したGH・CHの敷金・礼金補助く特別対策）【補助額：入居者1人当たり13．3万円】  
OGH・CHに対する整備費補助（緊急措置）を通じた家賃軽減【補助額：1住居当たり2，000万円以内】  

○一部の地方自治体による、G．叶CH入居者等た対する家賃補助【平均家賃補助板：月2～3万円程度】  

0 国土交通省の「地域優良賃貸住宅御慶」（家督低廉化措置）【家賃補助額＝月最大4万円】   

4．その他   ○就労施策の推進（エ賃由噂5か年計画等）【約1．2万円（平成18年度）→倍増を目指す（平成23年度）】  

○心身扶養共済給付金（1口：2万円、2日：4万円）  

○ 利用者負担の軽減（平成20年産までの経過措置）  

・特別対策（国費120億円、給付費ベース240億円）  

・緊急措置く国費100億円、給付費ベース200億円）※満年度ベース  

○ 税制 

・障害者睡除：65万円く※通常の基礎控除は芦8万円）  

・特別障害者控除：78方円  

・同居特別障害者扶養控除：113万円  

○ 各種割引制度  

－JRの旅客運賃割引（身・知）  

・航空運賃制引く身・知）  

▲有料道路の通行料傘の割引（身・知）  

－、NHKの放送受信料の減免く身・知・精）  等  



障害基礎年金について  

2級   1級   

年金額   66，008円／月   82，508円／月  
（792，100円／年）   （99（〕．100円／年）  

※ このほか、子の加算あり   ※ このほか、子の加算あり  

※ 老齢基礎年金を満醸もらった場合と同根   ※ 2級の年金額の1．25倍   

障害等級の例   ・1上肢の機能に著しい障害を有するもの   ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの  

－1下肢の機能に著しい障害を有するもの   ■両下肢の機能に著しい障害を有するもの  

・両眼の矯正視力の和が0．05以上0．08以   ■両眼の矯正視力の和が0．04以下のもの  
下のもの  ・その他   

・その他  

支給要件   ・初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの保険料納付済期間（保険料免除期間含  
む。）が加入期間の3分の2以上ある者の障害  

※初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納がない場合も支給（平成2  
8年4月1日前までの経過措置）  

・20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、又は  
20歳に達した後に障害の状態になったとき（ただし所得制限有り）   

支給認定時   ・初めて医師の診療を受けたときから1年6ケ月経過したとき（その間に治った場合は治ったとき）に陣  

害の状態にあるか、又は65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき   

受給者数  83万5千人  67万7千人   

（平成19年度末現在）  

0厚生年金加入期間中の傷病による障害がある場合は、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給される。  

0 このほか、障害が一定程度以上の者には、特別障害者手当が支給される。  
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障害児者に係る主な手当  
特別児童扶養手当   特 別 陣 容着 手 当   障 害 児 福 祉 手 当   

目   的   精神又は身体に障害を   特別障害者に対して、   重度障害児に対して 
、   有する児童について手当を  所得保障の⊥環として重度  その障害のため必要となる  
支給することによ り の障害のため必要となる  精神的、物質的な特別の  
、       これらの児童の福祉の増進  精神的、物質的な特別の  負担の軽減の一助として  
を図る。   負担の軽減の一助として  手当を支給することにより  

手当を支給することにより  重度障害児の福祉の向上を  
特別障害者の福祉の向上を  
図る。   

支給要件  1．2、0歳未満   1．20歳以上   1．20歳未満  
2．在宅のみ   2．在宅のみ   2．在宅のみ  
3．父母又は養育者が受給  3．本人が受給   3．本人が受給   

障害程度  1級…身障1級2級及■び  身障の1級及び2級の  身障の1級及び2級の一部  
3級の一部  

2級‥・身障2級の一部 
重複等   

、  3級及び4級の一部  

給付月額  26，4■40円   14，380円   
（2．0年虔）   

所得制限  1．本人（2人世帯）   同  左 

7，707千円   5，656千円  
（年収）   2．扶養（6人世帯）  

9，542千円   9，542千円   

給付人員  108，993人   63，288人   
（19年度末）   

20年度  93，134，925千円   25，994，274千円   8，2ケ9，645千円   
予算額  

負 担 率   国10／10   国3／4、都道府県、市及び  同  左   
福祉事務所設置町村1／4  

支給認定   都道府 県（認定）   都道府県、市及び福祉事務   同  左   
事務   国（支給）   所設置町村   ヽ′   

（注）所得制限限度額は、平成14年8月からの額である。  
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障害児者に係る手当の経緯  

特別児童扶養手当   
福祉手当  

（障害児福祉手当）   （特別障害者手当）   （経過的福祉手当）   

S39  
。在宅の重度知的障害児  

i   I・障害福祉年金の額を勘案して設定  l  l   

1，000円  

「特別児童扶養手当法」に改正  

・支給対象を重度の身体障害児に拡大   

障害福祉年金と同額に引上げ  
。1l，300円  
・以降、昭和60年度まで同水準で推  

移  

「特別児童扶養手当法」を「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」  

に改正  

・重度の知的障害と重度の身体障害が重複する特別障害者に「特別福祉手当」を支給（全額国  
庫負担）  

・3，（抑）円  

福祉手当の創設  

・特男I旛祉手当を発展的に解消し、対象者を拡大（重度障害者）  
・4，000円  

2級を創設  
●‥遺 

葱‥≡‥   
（牲）1級は2級の1．5倍  

経過措置  
従前の福祉手当の額  

再編 20，800円  
（注）障害基礎年金と併せて相  

当の水準（生保の支給額も勘  

案）とする観点から、従前の  
福祉手当の額（10，800円）の  
2倍程度で設定  

再編  

従前の福祉手当の額  
1．級40，800円  
2級27，200円 老齢福祉年金並び  
（注）1級は2級の1．5倍  

年金の物価スライドによる額の改定に準拠して毎年度額を改定  

トー‥－－一一  

完全自動物価スライド制の導入（平成2年4月適用）  

財政再計算により、基準額を改定  
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（1）利胃署員担の軽瀬  
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・「特別対策」、「緊急措置」により、通所・在宅、障害児世帯を中心に、負担上限月額を大幅に   
引下げ。  

・施設入所者については、日常生活に必要な金額として、2．5万円～3．0万円が手許に残るよ   

う配慮。  

（2）税制上の優遇措置  
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各種税控除（所得税、個人住民税）  

・各種非課税措置（相続税、贈与税、身体障害者物品の譲渡・貸付け）など  
1  
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（3）地方自治体における施策  
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l ●  地方自治体単独事業による医療費自己負担の助成 など  

・地方自治体が運営するバス等の運賃割引制度 など  
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（4）民間の割引措置  
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・公共交通機関の旅客運賃割引制度（JR、航空会社など）  

・NHK放送受信料の減免 など  
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障害福祉サービスに係る利用者負担の比較  

（障害者（大人）の場合）  

障害者自立支援法  

（迅戯辿巴＋川．300円）  

（皇違月旦巴＋5．0¢0円）  

（年醸約79万円、月額6．6  

※ 括弧内は、鼠垂急迫＋食費等寮費負担  
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障害福祉サービスに係る利用者負担の比較  

（障害児の場合）  

適所サービス  
ホームヘルプサービス  

【月10時間（身体介護）】  
入所サービス  

く事業費約川．ヰ万円）  
（事業費約4万円）  

（事業費約18．8万円）  

所得階層  

障害者自立支援法  時事者自立支援法  障青青白立支援法  

措置費制度  支援費制度  措置費制度  

（。岬，  

※ 括弧内は、皐皐負担＋食費等実費負担  
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所得区分別1人あたり総費用額及び利用者負担額  
（平成20年6月分）  

一般2  

全体  

100，000  
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停宰草の所得保障に槻す争執行構計嘲鰍療      購  

．．・鶴所－  
紐・調査名  

． 華萌筆耕究   

調査夷施主林  厚生労働省   厚生労働省   国立社会保障・   

く障害保健福祉部）   （障害保健福祉部）   

厚生労働省   

人口問題研究所   （大臣官房統計情報部）   
内閣府  

直近の問査年次  平成1‘7年   平成18年   

（調査時点）  

平成18年   平成柑年   

く平成‖年11月1日現在）   （平成18年7月1日現在）   

平成20年  

（平成18年9月1日現在）   （平成用年8月～7月）  （平成20年2月～3月）   

母数  2，075件   4，263件   
113件  

（平成17年：129件）   
23，513世帯   2，563件   

3障害別   ×   ×   0   ×   ○  

平均所得額   0   0   0   ○   0  

△  
○   ○  

△  
（所得内訳）  

△ く一部抽出可※1）  （一部抽出可※1）  （一部抽出可※り  

平均支出額   ×   ×   ○   ×   

抽出を妻す  

0  

る調査項日  ×   ×   ○   ×  
△  

の有無  （一部抽出可※2）  

住居の形態  

別（在宅・施  
△  △  

（在宅のみ）  （在宅のみ）   
○   0   0  

設別）  

年齢階層別   ○   ○   0   ○   ○  

世帯別   0   ○   ○   ○   ○   

知的障害者（在宅）の  

備考  みの調査   みの調査   
年1月～12月までを対象  
・支仕＝こ？いては、平成18  
年9身中1ケ月間を対象  

※1『知的陣育児（者〉基礎調査』、『身体障害児・着実態調査』では「仕送り」と「賃金」、『障害者施策総合調査』では「年金」、r手当」、「仕送り」、「賃   
金」について把握可能。  

※2「1ケ月当たりの家賃の軌、「1ケ月当たりの障害福祉サービスの利由料」について把握可能。  
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